
JP 3143473 U 2008.7.24

10

(57)【要約】　　　（修正有）
 
【課題】電池のリサイクル作業が必要なくなる発光装置
付き充電式化粧ケースを提供する。
【解決手段】一側に窪みが成形されている第一蓋１０と
、第一蓋１０に開閉自在に連接されている第二蓋２０と
、第一蓋１０の窪み内に設けられている透光シート３０
と、透光シート３０の中心に設けられており、第二蓋２
０に対向している鏡２１と、第一蓋１０の窪み１１内に
設けられており、第一蓋１０と透光シート３０の間に位
置されており、回路板５１と若干の発光装置５２とを有
し、回路板５１は第一蓋１０に設けられている発光装置
電子回路５０と、第一蓋１０の窪み１１内に設けられて
おり、第一蓋１０と透光シート３０の間に位置されてお
り、回路板５１とリチウムイオン電池６２と充電ソケッ
ト６３とを有し、回路板５１は、リチウムイオン電池６
２及び充電ソケット６３と電気的に連接している充電回
路６０と、を含む。 
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
一側に窪みが成形されている第一蓋と、 
前記第一蓋に開閉自在に連接されている第二蓋と、 
前記第一蓋の窪み内に設けられている透光シートと、 
前記透光シートの中心に設けられており、前記第二蓋に対向している鏡と、 
前記第一蓋の窪み内に設けられており、前記第一蓋と前記透光シートの間に位置されてお
り、回路板と若干の発光装置とを有し、前記回路板は前記第一蓋に設けられており、これ
らの発光装置は、前記回路板の上で設けられており、
前記透光シートの周縁に対向している発光装置電子回路と、 
前記第一蓋の窪み内に設けられており、前記第一蓋と前記透光シートの間に位置されてお
り、回路板とリチウムイオン電池と充電ソケットとを有し、前記回路板は、前記リチウム
イオン電池及び充電ソケットと電気的に連接しており、且つ前記発光装置電子回路の回路
板と電気的に連接しており、前記充電ソケットは前記第一蓋の側辺から外部に露出してい
る充電回路と、を含むことを特徴とする
発光装置付き充電式化粧ケース。 
【請求項２】
前記第二蓋の一側には鏡が設けられており、前記鏡は前記透光シートの中央に設けられて
いる鏡に対向していることを特徴とする、請求項１に記載の発光装置付き充電式化粧ケー
ス。 
【請求項３】
前記第二蓋の一側にはファンデーションが設けられており、前記ファンデーションは前記
透光シートの中央に設けられている鏡に対向していることを特徴とする、請求項１に記載
の発光装置付き充電式化粧ケース。 
【請求項４】
前記透光シートは、光線の約半分を透過可能な材料で作製されたものであることを特徴と
する、請求項１に記載の発光装置付き充電式化粧ケース。 
【請求項５】
前記透光シートの表面は霧状を呈することを特徴とする、請求項４に記載の発光装置付き
充電式化粧ケース。 
【請求項６】
前記充電回路には、その回路板と電気的に連接しているスイッチが設けられており、前記
スイッチは前記透光シートを貫通して突起していることを特徴とする、請求項１に記載の
発光装置付き充電式化粧ケース。 
【請求項７】
前記発光装置電子回路のこれらの発光装置は発光ダイオードであることを特徴とする、請
求項１に記載の発光装置付き充電式化粧ケース。 
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本考案は、化粧用パウダーを収容する容器に関し、特に、発光装置付き充電式化粧ケース
に関するものである。 
【背景技術】
【０００２】
従来、化粧ケースの種類は多いが、二つの蓋から構成されるものが多く、二つの蓋の間に
は、鏡、ファンデーションや他の化粧道具を収容することができ、例えば台湾特許第0882
07174 号の「化粧ケース内の鏡照明装置」が提案され、これは、二つの蓋を枢着して構成
された化粧ケースの内部に若干の発光ダイオードが設けられており、これらの発光ダイオ
ードにより、光度が弱い場所でも、ユーザの顔などは鏡にはっきりと映ることができ、電
灯の高熱による化粧品などの変質を防止可能であり、全体の体積を縮小することができ、
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携帯性が良くなる。 
【０００３】
しかしながら、このような化粧ケースは、発光ダイオードの電力が電池に供給されるので
、電池の電力が切れたと蓋を開けて電池を交換することが必要であり、そうすると、電池
のリサイクル作業が必要であり、極めて面倒であった。 
【考案の開示】
【考案が解決しようとする課題】
【０００４】
本考案の主な目的は、充電可能なリチウムイオン電池によって電力を発光装置に供給する
ことにより、電池の電力が切れた場合には、充電するだけでリチウムイオン電池を再利用
することができ、電池のリサイクル作業が必要なくなる発光装置付き充電式化粧ケースを
提供することにある。 
【課題を解決するための手段】
【０００５】
本考案の請求項１に記載の発光装置付き充電式化粧ケースによると、一側に窪みが成形さ
れている第一蓋と、前記第一蓋に開閉自在に連接されている第二蓋と、前記第一蓋の窪み
内に設けられている透光シートと、前記透光シートの中心に設けられており、前記第二蓋
に対向している鏡と、前記第一蓋の窪み内に設けられており、前記第一蓋と前記透光シー
トの間に位置されており、回路板と若干の発光装置とを有し、前記回路板は前記第一蓋に
設けられており、これらの発光装置は、前記回路板の上で設けられており、前記透光シー
トの周縁に対向している発光装置電子回路と、前記第一蓋の窪み内に設けられており、
前記第一蓋と前記透光シートの間に位置されており、回路板とリチウムイオン電池と充電
ソケットとを有し、前記回路板は、前記リチウムイオン電池及び充電ソケットと電気的に
連接しており、且つ前記発光装置電子回路の回路板と電気的に連接しており、前記充電ソ
ケットは前記第一蓋の側辺から外部に露出している充電回路と、を含むことを特徴とする
発光装置付き充電式化粧ケースである。 
【０００６】
本考案の請求項２に記載の発光装置付き充電式化粧ケースによると、前記第二蓋の一側に
は鏡が設けられており、前記鏡は前記透光シートの中央に設けられている鏡に対向してい
る。 
本考案の請求項３に記載の発光装置付き充電式化粧ケースによると、前記第二蓋の一側に
はファンデーションが設けられており、前記ファンデーションは前記透光シートの中央に
設けられている鏡に対向している。 
【０００７】
本考案の請求項４に記載の発光装置付き充電式化粧ケースによると、前記透光シートは、
光線の約半分を透過可能な材料で作製されたものである。 
本考案の請求項５に記載の発光装置付き充電式化粧ケースによると、前記透光シートの表
面は霧状を呈する。 
【０００８】
本考案の請求項６に記載の発光装置付き充電式化粧ケースによると、前記充電回路には、
その回路板と電気的に連接しているスイッチが設けられており、前記スイッチは前記透光
シートを貫通して突起している。 
本考案の請求項７に記載の発光装置付き充電式化粧ケースによると、前記発光装置電子回
路のこれらの発光装置は発光ダイオードである。 
【０００９】
（考案の効果） 
本考案に係る発光装置付き充電式化粧ケースによれば、電池の電力が切れた場合には、充
電するだけでリチウムイオン電池を再利用することができ、電池のリサイクル作業が必要
なくなるという効果を有する。 
【考案を実施するための最良の形態】
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【００１０】
以下、本考案の実施の形態を図面に基づいて説明する。 
本考案の実施例に係る発光装置付き充電式化粧ケースは、図１に示すように、第一蓋１０
と、第二蓋２０と、透光シート３０と、鏡４０と、発光装置電子回路５０と、充電回路６
０と、を含む。 
【００１１】
第一蓋１０は、一側に窪み１１が成形されている。 
第二蓋２０は、第一蓋１０に開閉自在に連接されており、この連接方式は、枢着方式を採
用してもいいし、金属バネによって連接する方式を採用してよく、これらの連接方式は周
知な技術であるので、説明を省略し、また、第二蓋２０の一側には鏡２１が設けられてお
り、鏡２１は第一蓋１０の窪み１１に対向している。 
透光シート３０は、第一蓋１０の窪み１１内に設けられており、光線の約半分を透過可能
な材料で作製されたものであってもいいし、その表面に霧状を呈するものであってもよい
。 
【００１２】
鏡４０は、透光シート３０の中心に設けられており、第二蓋２０の鏡２１に対向している
。 
発光装置電子回路５０は、第一蓋１０の窪み１１内に設けられており、第一蓋１０と透光
シート３０の間に位置されており、円弧形状を呈する回路板５１と若干の発光装置５２と
を有し、回路板５１は第一蓋１０に設けられており、
これらの発光装置５２は、前記回路板の上で等距離に排列されており、透光シート３０の
周縁に対向しており、本実施例では、これらの発光装置５２が発光ダイオードである。 
【００１３】
充電回路６０は、第一蓋１０の窪み１１内に設けられており、第一蓋１０と透光シート３
０の間に位置されており、回路板６１とリチウムイオン電池６２と充電ソケット６３とス
イッチ６４とを有し、回路板６１は、リチウムイオン電池６２、充電ソケット６３及びス
イッチ６４とそれぞれ電気的に連接しており、且つ発光装置電子回路５０の回路板５１と
電気的に連接しており、充電ソケット６０は第一蓋１０の側辺から外部に露出しており、
スイッチ６４は透光シート３０を貫通して突起している。 
図２に示すように、充電回路６０のスイッチ６４は、充電回路６０の回路板６１を通じて
リチウムイオン電池６２の電力を発光装置電子回路５０に供給し、発光装置電子回路５０
は回路板５１を通じて電力をこれらの発光装置５２に供給し、これにより、これらの発光
装置５２が発光して、光線が透光シート３０の周縁を透過して外部に射出される。 
【００１４】
また、リチウムイオン電池６２の電力が切れた場合には、図３に示すように、外部電源と
連接しているプラグＡを充電回路６０の充電ソケット６３に挿入すると、外部からの電力
が充電回路６０の充電ソケット６３及び回路板６１を通過してリチウムイオン電池６２を
充電する。 
一方、第二蓋２０には、鏡２１を設けてもいいし、図４に示すように、ファンデーション
２２を設けてもいいし、個人の必要な化粧用品を設けてもよい。 
【図面の簡単な説明】
【００１５】

 
【図１】本考案の実施例に係る発光装置付き充電式化粧ケースの分解斜視図である。
【図２】本考案の実施例に係る発光装置付き充電式化粧ケースの組合せ状態を示す斜視図
である。
【図３】本考案の実施例に係る発光装置付き充電式化粧ケースが充電している状態を示す
概略図である。
【図４】本考案の実施例に係る第二蓋にファンデーションが設けられている状態を示す概
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略図である。
【符号の説明】
【００１６】
１０：第一蓋
１１：窪み
２０：第二蓋
２１：鏡
２２：ファンデーション
３０：透光シート
４０：鏡
５０：発光装置電子回路
５１：回路板
５２：発光装置
６０：充電回路
６１：回路板
６２：リチウムイオン電池
６３：充電ソケット
６４：スイッチ
Ａ：プラグ 
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【図３】
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